
令和２年高島市教育委員会 
第 ６ 回 定 例 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和２年６月２６日（金） 

午後１時３０分 

                場 所  高 島 市 役 所  新 館 ３ 階  会 議 室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和２年第５回定例会会議録の承認 

 

 

３．会議録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

 

４．議事 

日程第１ 議第５６号 臨時代理につき承認を求めることについて 

 

日程第２ 議第５７号 高島市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正す 

る規則案 

 

日程第３ 議第５８号 高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会委 

員の委嘱について 
 

５．報告事項 

  報告第１０号 冷暖房機器更新工事に伴う安曇川図書館の臨時休館について 

 

  報告第１１号 令和２年６月高島市議会定例会一般質問の概要報告 

 

６．今後の日程 
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令和２年第６回定例会座席表
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主事
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上原　真哉

図書館長
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教育委員
田邊　栄美子
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竹井　正人
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田谷　伸雄

教育総務部次長
社会教育課長
饗庭　眞二

教育総務部次長
市民会館長
山本　純子

教育総務課長
加藤　勝己

教育委員
小多　偕裕

教育長
上原　重治

教育委員
三矢　艶子

教育委員

高島市役所　新館

教育長



議第５６号 

臨時代理につき承認を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和２年６月２６日 

高島市教育委員会       

教育長 上 原 重 治   

 

 

臨時代理につき承認を求めることについて 

 

高島市社会教育委員の委嘱については、高島市教育委員会の教育長に対す

る事務委任規則（平成１７年高島市教育委員会規則第６号）第２条第２項の

規定により、令和２年６月１日に別紙のとおり臨時に代理したので、同条の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 



氏   名
新･再任の別
（経験年数）

地　域 所　属　等

橋本
はしもと

　妙子
みょうこ

新　任 新　旭
湖西中学校学校運営協議会会長
元保育園長
民生委員児童委員

   任期：令和２年６月１日から令和４年５月３１日まで

  高島市社会教育委員の委嘱について

　社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条および高島市社会教育委員設置条例（平成１
７年高島市条例第１１８号）第1条の規定に基づき、次のとおり高島市社会教育委員に任命する。

記



議第５７号 

 高島市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則案 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年６月２６日 

高島市教育委員会       

教育長 上 原 重 治   

                                   
 
   高島市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 
 

高島市立学校の管理運営に関する規則（平成１７年高島市教育委員会規則

第１１号）の一部を次のように改正する。 
 付則に次の１項を加える。 

（令和２年度における休業日の特例） 
３ 令和２年度における第３条に規定する夏季休業日および冬季休業日につ

いては、同条第４号中「７月２１日から８月３１日まで」とあるのは「８

月１日から８月１６日まで」と、同条第５号中「１２月２４日から翌年の

１月６日まで」とあるのは「１２月２６日から翌年の１月４日まで」とす

る。 
   付 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 



高島市立学校の管理運営に関する規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

付 則 

１・２ （略） 

付 則 

１・２ （略） 

（令和２年度における休業日の特例） 

３ 令和２年度における第３条に規定する

夏季休業日および冬季休業日について

は、同条第４号中「７月２１日から８月

３１日まで」とあるのは「８月１日から

８月１６日まで」と、同条第５号中「１

２月２４日から翌年の１月６日まで」と

あるのは「１２月２６日から翌年の１月

４日まで」とする。 

 



 

議第５８号 

 高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会委員の委嘱について 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年６月２６日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   

 

高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会委員の委嘱につい

   て 

  

高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会設置要綱第３条の規定

に基づき、次のとおり高島市名勝朽木池の沢庭園整備実施設計検討委員会委

員に委嘱することにつき、議決を求める。 

 

記 

 

 

区 分 氏 名 専門分野等 所 属 等 

第１号委員 尼﨑 博正 造園 京都芸術大学 教授 

第１号委員 高瀬 要一 庭園学 
元奈良文化財研究所   

文化遺産部長 

第１号委員 鈴木 久男 考古学 京都産業大学 教授 

第１号委員 野間 直彦 自然環境 滋賀県立大学 准教授 

第２号委員 石田 敏 地域史 元高島市文化審議会 委員 

第２号委員 藤澤 悟 地元区民 村井区 代表 

 



報告第１０号  

冷暖房機器更新工事に伴う安曇川図書館の臨時休館について 

 

 高島市立図書館の管理運営に関する規則（平成１９年高島市教育委員会規則第

３号）第４条の規定に基づき、高島市立図書館を別紙のとおり臨時休館とするこ

ととしたので報告する。 

 令和２年６月２６日 

高島市教育委員会       

教育長 上 原 重 治   

 

記 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

１．臨時休館を行う館および臨時休館期間 

安曇川図書館 令和２年７月１日（水）から９月３０日（水）まで 

 

２．休館理由 

  安曇川図書館は平成６年に開館以来、数多くの市民に利用されてきたが、既

に建築から２６年を経過し、施設のいくつかに不具合が生じてきている。適宜

必要な修繕を行ってきたが、特に冷暖房機器については、部分的な修繕では機

能保全が困難になってきていることから、今年度更新工事を実施し、必要な期

間を休館とする。 

 

３．根拠規則 

高島市立図書館の管理運営に関する規則第４条に基づき、臨時休館とする。 

ただし、規則には、「高島市教育委員会の承認を得て」とあるが、高島市教育

委員会の教育長に対する事務委任規則により教育長に委任されていることか

ら、休館については定例教育委員会での報告案件としている。 

 

※高島市立図書館の管理運営に関する規則（抜粋） 

  第４条（開館時間の変更等） 

  蔵書点検その他館長が必要と認めるときは、高島市教育委員会の承認を

得て、開館時間もしくは休館日を変更し、または臨時に開館もしくは休館

することができる。 

 

４．利用者への周知の方法 

市広報紙やホームページ、防災無線、館内ポスター、チラシ等の掲示 

 

５．施工業者 

大崎設備工業株式会社高島営業所（高島市鴨１５７３番地） 

  
６．その他 

  休館中の貸出資料の延長手続きや返却については、市内他館で対応する。 

 


